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 2023  

 

第 20 回ノルウェー･フレンドシップ･ヨットレース 

ディンギー部門オプティミスト級クラス 

2023 年 4 月 22 日（土）～23 (日) 

神奈川県藤沢市 江の島ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 

帆走指示書(SI) 

 

略語 

DP その規則の違反に対するﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを､ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会の裁量により､失格より軽減することができる｡ 

NP 艇による抗議の根拠とはならない規則｡これは RRS60.1(a)を変更している｡ 
 

   

1.規則  1.1   本大会は､『ｾｰﾘﾝｸﾞ競技規則 2021-2024』に定義された規則(以下､｢RRS｣)および付

則 P、付則 T が適用される｡ 

1.2   RRS61.1『被抗議者に伝えること』を次のとおり変更する｡ 

RRS61.1(a)に｢ﾚｰｽ･ｴﾘｱで関与したか､または目撃したｲﾝｼﾃﾞﾝﾄに関わる抗議をする艇は､

その艇がﾚｰｽを終えた後､最初の適切な機会にﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝに位置するﾚｰｽ委員会艇に､口

頭で被抗議艇を伝えること｡但しこれを行えない合理的な理由がある場合は､この限りではな

い｡｣を追加する｡ 

1.3   RRS40 および第 4 章の前文を次のとおり変更する｡ 

1.3.1  RRS40 の最初の文章を削除し､｢衣服または個人装備を一時的に着脱する場合を除き､

競技者は､ｸﾗｽ規則 4.2(a)に従って､個人用浮揚用具を水上にいる間は常に適切に着用

しなければならない｡｣と置き換える｡ 

1.3.2  第 4 章の前文の｢第 4 章の規則は､｣のあとに｢SI1.3.1 によって修正された規則 40 を除

き､｣を追加する｡ 

1.4   RRS 付則 A2.1 を NoR16 および SI18 の通り変更して適用する｡ 

1.5   RRS37 の｢V 旗｣を｢ｸﾞﾘｰﾝ旗｣に変更する｡ 

   

   

2.選手とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ  2.1   競技者への通告は､大会本部(江の島ｾｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1階会議室)に設置された公式掲示

板に掲示される｡ 

2.2   掲示板への密を避けるために､大会 LINE ｵｰﾌﾟﾝﾁｬｯﾄにも参考情報として同内容を掲示す

る｡ 

オープンチャット「2023 ﾉﾙｳｪｰﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾖｯﾄﾚｰｽ OP 部門」 

https://line.me/ti/g2/RENCDQF8JGbuY-

5WhNcSaGxHJmRKXbc9tV8a4g?utm_source=invitation&utm_medium=link

_copy&utm_campaign=default 

 

 

 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fline.me%2Fti%2Fg2%2FRENCDQF8JGbuY-5WhNcSaGxHJmRKXbc9tV8a4g%3Futm_source%3Dinvitation%26utm_medium%3Dlink_copy%26utm_campaign%3Ddefault&data=05%7C01%7CNa.Mizutani%40mitsui.com%7C5ee2bbebd2ee4f9ca1a908db33ced995%7Cffb76b20b48042308bf523ec920b1ce3%7C0%7C0%7C638160735766893874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1QPAoALutiCYPR%2BKm7jeKlZmTIt2xUIKq1AyuwEjtg0%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fline.me%2Fti%2Fg2%2FRENCDQF8JGbuY-5WhNcSaGxHJmRKXbc9tV8a4g%3Futm_source%3Dinvitation%26utm_medium%3Dlink_copy%26utm_campaign%3Ddefault&data=05%7C01%7CNa.Mizutani%40mitsui.com%7C5ee2bbebd2ee4f9ca1a908db33ced995%7Cffb76b20b48042308bf523ec920b1ce3%7C0%7C0%7C638160735766893874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1QPAoALutiCYPR%2BKm7jeKlZmTIt2xUIKq1AyuwEjtg0%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fline.me%2Fti%2Fg2%2FRENCDQF8JGbuY-5WhNcSaGxHJmRKXbc9tV8a4g%3Futm_source%3Dinvitation%26utm_medium%3Dlink_copy%26utm_campaign%3Ddefault&data=05%7C01%7CNa.Mizutani%40mitsui.com%7C5ee2bbebd2ee4f9ca1a908db33ced995%7Cffb76b20b48042308bf523ec920b1ce3%7C0%7C0%7C638160735766893874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1QPAoALutiCYPR%2BKm7jeKlZmTIt2xUIKq1AyuwEjtg0%3D&reserved=0
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2.3   公式掲示板と大会LINEｵｰﾌﾟﾝﾁｬｯﾄの掲示時刻に相違が生じた場合においては､公式掲示

板の掲示時刻を以て通告が行われたものとする｡このことはRRS62.1(a)による救済の根拠

とはならない｡[NP] 

2.4   緊急の場合を除き､ﾚｰｽ中の艇は､音声やﾃﾞｰﾀを送信してはならず､かつすべての艇が利用で

きない音声やﾃﾞｰﾀ通信を受信してはならない｡ 

2.5   艇は､ﾚｰｽ中は一切操作を行わず､ﾊｰﾊﾞｰに帰着するまでの間はGPSから一切の情報を取得

せず､かつ帆走ｺｰｽの記録だけを行う目的に使用する場合に限り､予めﾚｰｽ委員会に書面で

申請することにより､GPSを搭載することができる｡これはRRS41を変更している｡[DP] 

   

   

3.帆走指示書の変更  3.1   帆走指示書(以下｢SI｣という)の変更は､それが発効する当日の 9:00 までに公式掲示板に

掲示される｡ 

3.2   ただし､ﾚｰｽ日程の変更については､発効する前日の 19:00 までに掲示される｡ 

   

   

4.行動規範  競技者および支援者は､ﾚｰｽ委員会からの合理的な要求に応じなければならない｡[DP] 

   

   

5.陸上および海上で 

発せられる信号 

 5.1   陸上で発せられる信号は江の島ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰﾖｯﾄﾊｳｽ 2 階のﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ(以下｢ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ｣と

いう)に掲揚される｡ 

5.2   陸上にて､音響信号 1 声とともに掲揚される D 旗は､｢予告信号は､D 旗の掲揚後 30 分

以降に発せられる｣ことを意味する｡艇は､この信号が発せられるまで､指定されたﾊﾞｰｽを離れ

てはならない｡[DP][NP] 

5.3   予定されている予告信号の 30 分前までに D 旗が掲揚されない場合は､予定無く延期され

ていることを意味する｡ 

5.4   海上にて､運営船に N/H 旗､N/A 旗､AP/H 旗または AP/A 旗が掲揚されたときには､RRS

ﾚｰｽ信号に定められたそれぞれの意味に加え､｢速やかにﾊｰﾊﾞｰに帰り帰着申告をしなければ

ならない｣を意味する｡ 

5.5   B 旗が音響 1 声と共に掲揚された場合､SI19.4 の適用を意味する｡ 

   

   

6.ﾚｰｽの日程   

 

4 月 22 日（土） 7:00～8:00 

8:00～8:30 

8:30～ 

8:40～ 

9:55 

10:00 

 

艇の搬入(中央ｹﾞｰﾄ) 

受付登録（各ﾊﾞｰｽにて運営が確認） 

ﾊｰﾊﾞｰ使用料支払い(湘南なぎさﾊﾟｰｸ) 

開会式・ｽｷｯﾊﾟｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ｺｰﾁﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

OP級Aｸﾗｽ第1ﾚｰｽ予告信号 

OP級Bｸﾗｽ第1ﾚｰｽ予告信号 

以降のﾚｰｽは順次行う｡ 

 

 4 月 23 日（日） 9:25 

9:30 

 

15:00 

OP級Aｸﾗｽ2日目の最初のﾚｰｽ予告信号 

OP級Bｸﾗｽ2日目の最初のﾚｰｽ予告信号 

13:00より後には､予告信号を発しない｡ 

表彰式 

 

6.1   1つのﾚｰｽまたは一連のﾚｰｽが間もなく始まることを艇に注意喚起するために､予告信号を発す

る最低 5 分以前に､音響 1 声とともにｵﾚﾝｼﾞ色のｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ旗を掲揚する｡ 

6.2   13:00 を過ぎて予告信号を発しない｡ 
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6.3   海上で昼食をとることがある｡ 

   

   

7.ﾚｰｽの成立  7.1   各ｸﾗｽのﾚｰｽ数は以下のとおりとする｡ 

7.1.1 OP 級 A ｸﾗｽ 全 6 ﾚｰｽ｡ 

7.1.2 OP 級 B ｸﾗｽ 全 8 ﾚｰｽ｡ 

7.2   天候その他の事情によりすべてのﾚｰｽが消化できなくても､1 ﾚｰｽ以上の実施をもってﾚｶﾞｯﾀは

成立する｡ 

7.3   1 ﾚｰｽも実施できない場合の順延は行わない｡ 

   

   

8.ｸﾗｽ旗およびｸﾗｽの識

別 

 8.1   ｸﾗｽ旗は以下のとおりとする｡ 

 OP 級 A ｸﾗｽ 

OP 級 B ｸﾗｽ 

OP 旗(白地に黒文字) 

OP 旗(赤地に黒文字) 

8.2   OP 級 B ｸﾗｽは識別のためにｾｰﾙﾄｯﾌﾟに識別ﾘﾎﾞﾝを取り付ける｡識別ﾘﾎﾞﾝは受付時に配布

する｡ 

   

   

9.ﾚｰｽｴﾘｱ  9.1   ﾚｰｽｴﾘｱは NoR に基づき､江の島沖､B1 海面とする｡ 

9.2   ただし､ﾚｰｽｴﾘｱは､風向や波高その他の理由により､ﾚｰｽ委員会の裁量で変更できるものとす

る｡ 

9.2.1  D 旗掲揚前に変更する場合には､ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙに L 旗を掲揚し公式掲示板に掲示する｡ 

9.2.2  D 旗掲揚後に変更する場合には､｢江の島ﾖｯﾄｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ旗｣を掲揚する信号船に L 旗を

掲揚し､変更したﾚｰｽ海面に先導する｡ 

   

   

10.ｺｰｽ  10.1   SI 添付図の見取図は､ﾚｸﾞ間の概ねの角度､通過するﾏｰｸの順序､それぞれのﾏｰｸをどちら

側に見て通過するかを含むｺｰｽを示す｡ 

10.2   予告信号以前に､信号船のｽﾀｰﾝに最初のﾚｸﾞのおおよそのｺﾝﾊﾟｽ方位を掲示する｡ 

10.3   各ｸﾗｽのｺｰｽは予告信号と共に掲揚される数字旗で指示する｡ 

10.3.1  OP 級 A ｸﾗｽ 

数字旗無し:ｽﾀｰﾄ→①→②→③→ﾌｨﾆｯｼｭ 

数字旗 1  :ｽﾀｰﾄ→①→③→ﾌｨﾆｯｼｭ 

10.3.2  OP 級 B ｸﾗｽ 

数字旗無し:ｽﾀｰﾄ→❶→ﾌｨﾆｯｼｭ 

数字旗 1 :ｽﾀｰﾄ→①→③→ﾌｨﾆｯｼｭ 

数字旗 2 :ｽﾀｰﾄ→①→②→③→ﾌｨﾆｯｼｭ 

   

   

11.ﾏｰｸ  11.1  ﾏｰｸ①､②､③はﾋﾟﾝｸ色の円錐形ﾌﾞｲ､ﾏｰｸ❶は黄色の円錐形ﾌﾞｲとする｡ 

11.2  ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｸは､ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞの端に位置する信号船とﾎﾟｰﾄの端に位置するｵﾚﾝｼﾞ色旗を揚げた

運営艇とする｡また、信号船のラダーおよび運営船の船外機を保護するために、そのｽﾀｰﾝの

直近に浮かべたｵﾚﾝｼﾞ色のﾌﾞｲがある場合は、それもﾏｰｸの一部である。 

11.3  ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾏｰｸは､以下のとおりとする｡ 

11.3.1 OP 級 A ｸﾗｽ 

ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞの端に位置する青色旗を掲揚する運営船(以下｢ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ｣という)とﾎﾟｰﾄ
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の端に位置するｵﾚﾝｼﾞ色旗を揚げたﾌﾞｲとする｡ 

11.3.2 OP 級 B ｸﾗｽで予告信号とともに掲揚される数字旗が無かった場合 

ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞの端に位置する信号船とﾎﾟｰﾄの端に位置する黄色ｼﾘﾝﾀﾞｰとする｡ 

11.3.3 OP 級 B ｸﾗｽで予告信号とともに数字旗 1 または数字旗 2 が掲揚された場合 

ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞの端に位置するﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄとﾎﾟｰﾄの端に位置するｵﾚﾝｼﾞ色旗を揚げたﾌﾞｲと

する｡ 

   

   

12.ｽﾀｰﾄ  12.1  ﾚｰｽは､RRS26 を用いて､OP 級 A ｸﾗｽ､OP 級 B ｸﾗｽの順で予告信号をｽﾀｰﾄ信号の 5 分

前としてｽﾀｰﾄさせる｡ただし､ﾚｰｽ委員会は､ｽﾀｰﾄ順序を､予告信号で掲揚するｸﾗｽ旗の種類

により変更することができる｡ 

12.2  後続のｸﾗｽは､5 分間隔でｽﾀｰﾄする｡後続のｸﾗｽの予告信号は通常､先にｽﾀｰﾄするｸﾗｽのｽﾀ

ｰﾄ信号と同時に発せられる｡この間隔はﾚｰｽ委員会の裁量により変更することができる｡ 

12.3  ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝは､ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｸ上のｵﾚﾝｼﾞ旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙの間とする｡ 

12.4  予告信号が発せられていない艇は､他のﾚｰｽのｽﾀｰﾄ手順の間､SI 添付図に規定するｽﾀｰﾄ･

ｴﾘｱを回避しなければならない｡[DP] [NP]  

12.5  ｽﾀｰﾄ信号後 4 分以内にｽﾀｰﾄしない艇は､審問なしに『ｽﾀｰﾄしなかった(DNS)』と記録され

る｡これは RRS A5 を変更している｡ 

12.6  OP 級 B ｸﾗｽのｽﾀｰﾄには､RRS30 は適用しない｡ 

12.7  RRS30.3 および 30.4 に違反した艇のｾｰﾙ番号は､そのｽﾀｰﾄ信号の 4 分以降に信号船に

表示する｡この掲示に関しては RRS62.1(a)による救済の根拠とはならない｡[NP] 

12.8  ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾘｺｰﾙの際､艇に速やかに知らせるため､信号船以外の運営船にも｢第 1 代表旗｣を

掲揚する場合がある｡ただし､信号船以外の当該運営船が行う｢第 1 代表旗｣の掲揚･降下

については､規則ﾚｰｽ信号｢予告信号は､降下の1分後に発する｣の意味を持たないものとし､

また音響の有無も無視されるものとする｡この項は､規則ﾚｰｽ信号および規則 29.2 を変更し

ている｡[NP] 

   

   

13.ｺｰｽの次のﾚｸﾞの変

更 

 13.1  ｺｰｽの次のﾚｸﾞを変更するために､ﾚｰｽ委員会は､元のﾏｰｸまたはﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝを新しい位置に

移動する｡ 

13.2  ﾚｸﾞの長さの変更を表す[+][-]旗は掲揚しない｡これは規則 33(b)を変更している｡ 

13.3  ﾚｰｽ委員会が RRS33 に基づきﾏｰｸまたはﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝを移動した場合､元のｺｰｽの形が崩れ

たことを理由に救済の要求はできない｡この項は､RRS62.1(a)を変更している｡[NP] 

   

   

14.ﾌｨﾆｯｼｭ  14.1  OP 級 A ｸﾗｽのﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝは､ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ上の青色旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙとﾎﾟｰﾄの端に

位置するｵﾚﾝｼﾞ旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙの間とする。 

14.2  OP 級 B ｸﾗｽのﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝは以下のとおりとする｡ 

14.2.1 予告信号とともに掲揚された数字旗が無かった場合 

信号船上の青色旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙとﾎﾟｰﾄの端に位置する黄色ｼﾘﾝﾀﾞｰの間とする。 

14.2.2 予告信号とともに数字旗 1 または数字旗 2 が掲揚された場合 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ上の青色旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙとﾎﾟｰﾄの端に位置するｵﾚﾝｼﾞ旗を掲揚して

いるﾎﾟｰﾙの間とする 

   

   

15.ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ方式  RRS44.1 に基づきﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを履行した艇は､抗議締切時間までに大会本部にある｢回転報告書｣
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を記入しなければならない｡[NP][DP] 

 

   

   

16.ﾀｲﾑﾘﾐｯﾄ[NP]  16.1   ﾏｰｸ①および❶のﾀｲﾑﾘﾐｯﾄは 30 分とし､ﾀｲﾑﾘﾐｯﾄ内に 1 艇もﾏｰｸを通過しなかった場合はﾚ

ｰｽを中止することができる｡ 

16.2   各ｸﾗｽで RRS30 に違反および SI12.5 に該当していない最初の艇がｺｰｽを帆走してﾌｨﾆｯ

ｼｭした後､15 分以内にﾌｨﾆｯｼｭしない艇は､審問なしに『ﾌｨﾆｯｼｭしなかった(DNF)』と記録

される｡これは RRS35 および A4､A5 を変更している｡ 

   

   

17.審問要求  17.1  抗議しようとする艇は､最初の適当な機会に｢ﾌﾟﾛﾃｽﾄ｣と相手に声をかけ意思を伝えるととも

に､ﾌｨﾆｯｼｭ後速やかにﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄのｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ側からﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄに乗船するﾚｰｽ委員

会に対して､抗議の意思と対象艇のｾｰﾙ番号を口頭で伝えなければならない｡なお､ﾌｨﾆｯｼｭ

後ﾚｰｽ委員会に対してその意思を伝えるまでの間に､支援艇の乗員とはいかなる接触もして

はならない｡これは RRS61.1(a)を変更している｡ 

17.2  審問要求書は､大会本部で入手できる｡抗議および救済または審問再開の要求は､抗議

締切時間内に､大会本部に提出されなければならない｡ 

17.3  全てのｸﾗｽに対して､抗議締切時間はその日の最終終了ｸﾗｽの最終ﾚｰｽに最終艇がﾌｨﾆｯｼｭ

した後､またはﾚｰｽ委員会が､本日これ以上ﾚｰｽを行わないという信号を発した後､どちらか遅

い方から 60 分とし､その時刻を公式掲示板に掲示する｡ 

17.4  審問の当事者であるか､または証人として名前があげられている競技者に､審問のことを知ら

せるため､抗議締切時間後 30 分以内に通告が掲示される｡審問はﾌﾟﾛﾃｽﾄ･ﾙｰﾑ(江の島ﾖ

ｯﾄﾊｰﾊﾞｰｾｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1 階会議室)にて行われる｡ 

17.5  ﾚｰｽ委員会またはﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会による抗議の通告を､RRS 61.1(b)に基づき艇に伝えるた

めに公式掲示板に掲示する｡ 

17.6  付則 P に基づき RRS42 違反に対するﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを課せられた艇のﾘｽﾄは掲示される｡ 

17.7  SI12.4､19､22 の違反は､艇による抗議の根拠とはならない｡これは RRS60.1(a)を変更

している｡ 

   

   

18.得点  18.1  本大会の成立には､1 ﾚｰｽを完了することが必要である｡ 

18.2  完了したﾚｰｽが 4 ﾚｰｽ未満の場合は､艇のｼﾘｰｽﾞ得点は､ﾚｰｽ得点の合計とする｡ 

18.3  完了したﾚｰｽが 4 ﾚｰｽ以上の場合は､艇のｼﾘｰｽﾞ得点は､最も悪い得点を除外したﾚｰｽ得点

の合計とする｡ 

   

   

19.安全規定[NP]  19.1  ﾚｰｽに参加する艇は出艇までに大会本部に用意された｢出艇･帰着申告書｣に選手自身が

ｻｲﾝをすることで出艇申告を行わなければならない｡帰着後は､抗議締切時間までに､同様

に選手自身、または各ｸﾗﾌﾞ代表者が帰着申告を行わなければならない｡ 

19.2  ﾚｰｽに参加しない艇､出艇しない艇は､大会本部に用意された｢ﾘﾀｲｱ報告書｣を記入するこ

とで申告をしなければならない｡本申告は代理で行ってもよい｡ 

19.3  海上でﾘﾀｲｱする艇は､可能であればｺｰｽｴﾘｱを離れる前に運営艇にその旨を伝えること｡また

ﾘﾀｲｱした艇の選手は帰着後できるだけ早く大会本部にある｢ﾘﾀｲｱ報告書｣に記入し､大会

本部に申告しなければならない｡[DP] 

19.4  選手の帰着を早急に確認するため､B 旗がﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙに掲揚された場合､各選手は B 旗
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掲揚後 45 分以内に 19.1 により帰着申告を行わなければならない｡ 

19.5  救助を求める選手は､笛を吹くか､ﾊﾟﾄﾞﾙもしくは腕を大きく振ること｡なお､ﾚｰｽ委員会は､選

手の意向に関わらず救助する権限を持つ｡このことはRRS62.1(a)による救済の根拠とはな

らない｡ 

   

   

20.装備と計測の 

 ﾁｪｯｸ[NP] 

 OP 級 A ｸﾗｽは､ﾚｰｽ委員会またはﾃｸﾆｶﾙ委員会により､艇または装備がｸﾗｽ規則､NoR および SI に

従っていることを確認するため､いつでも検査されることがある｡ 

   

   

21.運営船  21.1  ﾚｰｽ委員会運営船の標識は､｢黄色旗｣とする｡ただし信号船の標識は､ﾉﾙｳｪｰ旗(帆走指

示書 1 ﾍﾟｰｼﾞ目上部参照)とする｡ 

21.2  ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会の乗船する船の標識は､｢白地に黒文字で『PROTEST』と記された旗｣とす

る｡ 

21.3  ﾚｰｽ委員会に指定された支援艇がﾚｽｷｭｰ･ﾎﾞｰﾄとして行動する時の標識は､｢ﾋﾟﾝｸ色旗｣+

｢黄色旗｣とする｡ 

   

   

22.支援艇  22.1  支援艇は､ﾚｰｽ委員会が用意する｢ﾋﾟﾝｸ色旗｣標識を付けなければならない｡[NP][DP] 

22.2  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ､ｺｰﾁその他の支援者は､次の指示に従うものとする｡ 

22.2.1 運営船に｢緑色旗｣が掲げられた場合､支援艇はｺｰｽ内に入り､救助活動をしなければなら

ない｡これは RRS37 を変更している。[DP]  

22.2.2 運営船に｢緑色旗｣が掲げられていない場合､支援艇は最初にｽﾀｰﾄするｸﾗｽの準備信号の

時刻から､すべての艇がﾌｨﾆｯｼｭもしくはﾘﾀｲｱするか､またはﾚｰｽ委員会が延期､ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾘｺｰﾙ

もしくは中止の信号を発するまで､艇がﾚｰｽをしているｴﾘｱの 100m 以上外側にいなければ

ならない｡[DP]  

22.3  支援艇の艇長は出艇前に大会本部から支援艇無線機の貸与を受け､海上では常時無線

を傍受していなければならない｡また帰着後は速やかに大会本部へ返却しなければならない｡

ただしｸﾗﾌﾞで複数の支援艇を使用する場合であって､ｸﾗﾌﾞの支援艇間での通信手段が確

保されている場合は､ｸﾗﾌﾞの代表支援艇のみが貸与を受けることも可とする｡ 

22.4  支援艇無線の受け渡し大会本部にて行う｡ 

   

   

23.ごみの処分  ごみは､支援艇または大会運営艇に渡してもよい｡ 

   

   

24.賞  24.1 OPA ｸﾗｽ優秀者に、ノルウェー王国大使杯（持ち回り）、リビエラリゾート杯を授与する。 

24.2 賞を次の通り与える。 

24.1.1 A ｸﾗｽ：1 位～3 位 トロフィーおよび賞状、4 位～6 位 賞状 

A ｸﾗｽ小学生の部：1 位～6 位 賞状 

24.1.2 B ｸﾗｽ：1 位 トロフィーおよび賞状、2 位～6 位 賞状 

24.3  OP 級 A ｸﾗｽ上位者で JODA 登録選手は､2023 年全日本 OP 選手権出場枠を日本

OP 協会に推薦する予定｡ 

   

25.ﾘｽｸ･ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ(責任

の否認) 

 RRS 3 には『ﾚｰｽに参加するか､またはﾚｰｽを続けるかについての艇の決定の責任は､その艇にのみあ

る｡』とされている｡大会に参加することによって､それぞれの競技者は､ｾｰﾘﾝｸﾞには内在するﾘｽｸがあり､
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潜在的な危険を伴う行動であることに合意し､認めることになる｡これらのﾘｽｸには､強風､荒れた海､

天候の突然の変化､機器の故障､艇の操船の誤り､他艇の未熟な操船術､ﾊﾞﾗﾝｽの悪い不安定な

足場､疲労による傷害のﾘｽｸの増大などがある｡ｾｰﾘﾝｸﾞ･ｽﾎﾟｰﾂに固有なのは､溺死､心的外傷､低

体温症､その他の原因による一生消えない重篤な傷害､死亡のﾘｽｸである｡よって主催団体は､大会

の前後､期間中に生じた物理的損害または身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない｡ 

また､万一新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽに感染した場合も主催団体は責任を負わない｡ 

   

   

26.保険  各参加艇は､大会開催日に有効なｽﾎﾟｰﾂ保険に加入していなければならない｡ 

   

   

27.規則違反によって

生じた損害の補償 

 主催団体は､規則等に違反した艇の乗員に対して､その規則違反によって生じたすべての損害の補 

償を命じることができる｡その損害の補償に関しては､主催団体の裁定に従うものとする｡ 
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添付図（OP 級 A ｸﾗｽのｺｰｽ） 

 

<予告信号とともに数字旗が掲揚されない場合＞ 

  

 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ 

ﾌｨﾆｯｼｭ・ｱｳﾀｰ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝ 

1 ﾏｰｸ ｺｰｽ図 

ｽﾀｰﾄ➡①➡②➡③ 

➡ﾌｨﾆｯｼｭ 

 

ﾋﾟﾝｸ色、円錐形 

3 ﾏｰｸ 

ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ 

ｽﾀｰﾄ･ｱｳﾀｰ 

信号船 

2 ﾏｰｸ 

110～130° 

50～70° 
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添付図（OP 級 A ｸﾗｽのｺｰｽ） 

<予告信号とともに数字旗 1 が掲揚された場合＞ 

  

1 ﾏｰｸ 

ｺｰｽ図 

ｽﾀｰﾄ➡①➡③➡ﾌｨﾆｯｼｭ 

ﾋﾟﾝｸ色、円錐形 

ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ 

ｽﾀｰﾄ･ｱｳﾀｰ 

信号船 

3 ﾏｰｸ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ｱｳﾀｰ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ 
ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝ 
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ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ｱｳﾀｰ 

1 ﾏｰｸ 
黄色、円

錐 

＜予告信号とともに数字旗が掲揚されない場合＞ 

添付図（OP 級 B ｸﾗｽのｺｰｽ） 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

<予告信号とともに数字旗 1 が掲揚された場合＞ 

  

ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ 

ｽﾀｰﾄ･ｱｳﾀｰ 

信号船 

ｺｰｽ図 

ｽﾀｰﾄ➡❶➡ﾌｨﾆｯｼｭ 

ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ 

信号船 

ｽﾀｰﾄ･ｱｳﾀｰ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ 

ﾌｨﾆｼｭ･ｱｳﾀｰ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝ 

1 ﾏｰｸ 

ｺｰｽ図 

ｽﾀｰﾄ➡①➡③➡ﾌｨﾆｯｼｭ 

ﾋﾟﾝｸ色、円錐形 

3 ﾏｰｸ P 
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50～70° 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝ 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ｱｳﾀｰ 

1 ﾏｰｸ 
ﾋﾟﾝｸ色、円錐形 

3 ﾏｰｸ P 

添付図（OP 級 B ｸﾗｽのｺｰｽ） 

<予告信号とともに数字旗 2 が掲揚された場合＞ 

 

  

2 ﾏｰｸ 

110～130° 

ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾎﾞｰﾄ 

ｺｰｽ図 

ｽﾀｰﾄ➡①➡②➡③ 

➡ﾌｨﾆｯｼｭ 

ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ 

ｽﾀｰﾄ･ｱｳﾀｰ 

信号船 
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ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝ 

ｽﾀｰﾄ･ｱｳﾀｰ 

 

添付図（ｽﾀｰﾄ･ｴﾘｱ） 

 

信号船 

1 ﾏｰｸの方向 25ｍ 25ｍ 

 50ｍ 

A B 

ｽﾀｰﾄ･ｴﾘｱ 

SI12.4 のｽﾀｰﾄ･ｴﾘｱは上記四角で囲われた部分、すなわち「ｽﾀｰﾄﾗｲﾝの風上・風下および両ｴﾝﾄﾞから 25ｍ離れた長

方形の内側部分」とする。 

ﾚｰｽ委員会は、A の位置または A と B 両位置に運営船を配置することがある。 

 


